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６５歳以上の方で、取引のある信用金庫以外のＡＴＭにおいて、
過去１年以上、キャッシュカードによる引き出しがない口座

《対象口座》

※ 対象口座をお持ちの方で、制限の解除を希望される場合や制限の詳しい内容
をお知りになりたい場合は、平日の営業時間内にご利用の各支店にお問い合わ
せください。

県内の３信用金庫では、特殊詐欺被害防止のため

キャッシュカードによるＡＴＭでの引き出し制限を開始します。

取引のある信用金庫以外のＡＴＭで引き出しをする場合

１日あたり、 万円まで

《制限の内容》

《制限開始日》

※ 取引のある信用金庫以外とは、他の信用金庫、銀行、コンビニなどです。
※ 対象は個人事業主も含みます。
※ 引き出しにはデビットカードの利用や取引のある信用金庫以外のＡＴＭでの振
込も含みます。


